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総合研究報告書 

 

危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 

研究代表者  井村伸正  （公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター） 

 

【研究目的】 

危険ドラッグについては、あらゆる対策の推進により、日本全国の販売実店舗を全滅さ

せることができた。しかしながら、インターネット販売やデリバリー販売などに販売業者

が移行し、販売手法はより巧妙化・潜行化の一途をたどっており、2016年 11月には麻薬

取締部による過去最大級の密造・密売グループが摘発されるなど、引き続き危険ドラッグ

の根絶に向けて、国と都道府県等関係機関が一丸となって取組みを進める必要がある。ま

た、危険ドラッグは、いまだに未規制物質の流通が認められる外、メタンフェタミン（覚

醒剤）やＭＤＭＡ（麻薬）といった違法薬物に、tert-ブトキシカルボニル基を付加（ｔ

－ＢＯＣ化）することで、簡易試験などによる識別を困難にするといった新たなタイプの

薬物の流通も確認されている。こういった製品に対する国内対策を講ずる必要がある。 

また、大麻については、昨今、危険ドラッグと入れ替わるようにその事犯が増加してい

る。誤った情報として、インターネット上で「大麻は嗜好品」、「大麻は医薬品」、「大麻は

安全」、「アルコールよりも危険の少ない大麻」等を示唆するような様々な情報が氾濫して

いる。 

このような情報に基づく議論は、大麻を合法的に喫煙したいといった反社会的グループ

に利用され、国会でも取り上げられる事態となっており、氾濫する情報を正しく選別し行

政施策に活かしていく必要がある。 

特に、今般、大麻やその成分については、WHO 依存性薬物検討会（ECDD）において科学

的評価が行われていることから、このような評価の内容やその根拠情報を検討する。それ

らの内容も踏まえて、大麻に関する最新の知見をまとめた冊子を作成し、大麻に関する予

防啓発活動などに携わる行政関係者等に、大麻に関する正しい知識の提供を図る。 

 

【研究要旨】 

 我が国における 2018 年での薬物事犯の検挙人数はその約 70％を占める覚醒剤事犯に次

いで大麻事犯が約 26％と過去最多を記録ししかも若年層の増加傾向が続いており、対応の

強化が求められている。当研究班では 27 年度から 3 年間、大麻濫用防止の啓発を目的とし

た調査研究事業を行い、天然物化学的・分子生物学的観点から見た大麻草の本質、大麻成分の

薬理学的活性、人体への有害性及び医薬品としての応用の可能性に関する文献調査、欧州を

中心とした産業用大麻及び医療用大麻の現状、合法化が進む米国及びカナダにおける大麻規

制の現状と大麻合法化の社会的影響に関する現地調査及び国・地方公共団体等のこれまで

の薬物濫用防止施策の評価の上に地域に存在する人的資源を活用した新しい活動の試行な

どにより知見を取りまとめ、これらの結果に基づき「大麻問題の現状」と題する冊子を作成
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して関係者に配布した。 

 

【結論】 

 平成 28年の特別研究に始まり今年度で全 4年間の指定研究を終了したが、この調査研

究は主に大麻を取り扱うことになった。それは我が国における薬物乱用事犯の検挙者の数

では覚醒剤事犯検挙者数が最も多いが平成 26年以降ほぼ横ばいか漸減状態であるのに対

して大麻事犯検挙者数が著しい伸びを示し、平成 30年には 26年の 2倍となり、しかも若

年層において急激な増加が見られるという危機的状態であること、さらに、大麻の有害性

に関して誤った情報が氾濫していて一般市民の禁制意識が低下する恐れがあること等の状

況に厚労省が危惧の念を強めたからと言ってよいであろう。 

 調査研究はまず、大麻（大麻草）に関する基礎的な情報として、大麻の植物学的分類と

薬理活性成分の分析法の進歩、進歩の著しい分子生物学的手法による大麻草の遺伝子の解

析や生物工学的手法の導入による形質変換の可能性等が確認された。次いで、国外での大

麻規制の急激な緩和化の流れに注目して、欧州と北米大陸での現地調査が行われ、詳細な

資料収集とその解析の結果、大麻合法化が進む欧米諸国での合法化の経緯と規制緩和の程

度の比較及び合法化に伴って生じる課題とそれへの対応策の一部を調べた成果は今後、我

が国の薬物乱用対策を考える上で有用な情報となるであろう。一方、大麻（大麻草）とそ

の薬理活性成分であるカンナビノイドの有害性と有用性について本研究班の複数のグルー

プが、それぞれ最近発表された文献を選択・精査した報告内容に著しい差異は無く、大麻

の依存性や精神障害を発症する有害作用及び曝露条件の作用への影響等については、かな

り確度の高い知見が得られている。他方、医療への応用については大麻と大麻から医薬品

として開発された製品がいくつかの疾患に用いられているが、多発性硬化症に対する

nabiximols(THCと CBDの合剤)と小児、乳幼児のてんかんに対する epidiolex（CBD）の効

果が確認されている他、慢性疼痛に用いられる THCと nabiximolsと統合失調症に対する

（CBD）の効果についてはかなり高いエビデンスが示されている。これ以外の適応症に対

する効果については今後、更なる詳細な臨床試験が必要であると評価されている。 

 本研究班に与えられた課題名に沿った調査研究として、我が国の薬物濫用防止の施策と

薬物濫用防止教育の現状について分析し、多数のセミナーやワークショップ等のイベント

を多くの協力者と開催するなど精力的に活動してきたグループが地方の医療・福祉関連職

種の共助組織が薬物濫用防止活動に必要であると考え、効果的な活動単位としての機関、

「一般社団法人 地域医療薬学研究会」を立ち上げて活動を開始した。差当り、地域の薬

剤師・薬局を中心とした組織で、まずは、薬物濫用乱用防止活動の担い手となる人材の養

成を進め、ボトムアップ方式で成果を積み上げることで自治体や行政を巻き込む行動様式

を目指している。直近の情報によれば、厚生労働省が我々が続けてきた薬物濫用防止に向

けての調査研究事業に今後も支援を惜しまないとのこと、無駄を省いた調査研究により効

果的な薬物濫用防止の方策をスピード感を持って生み出すことを願っている。 
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総 合 研 究 報 告 書 

 

分担研究課題：危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 

大麻草の成分分析，海外の規制情報の把握 

 

研究分担者: 花尻（木倉）瑠理 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長 

研究協力者：緖方 潤 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 主任研究官 

研究協力者：田中理恵 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 主任研究官 

 

研究要旨；大麻について，下記の2課題を中心に調査を行った． 

1. 天然物化学的・分子生物学的観点から見た大麻草の本質について 

大麻草（Cannabis sativa L.）の成分を明確にするために，大麻成分の種類，大麻草各部位における成

分，大麻草の生長過程や栽培条件におけるカンナビノイド含量について文献調査を行った．また，大麻

草および大麻草由来製品に含有されるカンナビノイドの分析手法について文献調査を行った．さらに，大

麻の分子生物学的手法を用いた近年の解析手法や分析事例について文献調査を行い，今後の大麻の

研究開発に関する動向を理解するための情報収集を行った． 

2. 欧州を中心とした産業用大麻及び医療用大麻の現状について 

欧州を中心とした産業用大麻に関する調査研究では，ドイツで開催された第14回欧州産業大麻協会

国際会議に参加し，欧州における産業用大麻の現況と市場動向の調査を実施した．また，欧州における

産業用大麻の栽培品種と各国の利用状況を文献調査した．医療用大麻については，オランダのOffice 

of Medical Cannabis（OMC），及び現在唯一オランダ政府が医療用大麻生産を認めているBedrocan社を

訪問し，最も早くから国の政策として医療用大麻を認めていたオランダの現況について調査した．また，

その他の国を含めた欧州における医療用大麻製品の現状と品質規格について文献調査を行った． 

 

A. 研究目的 

世界的に大麻を取り巻く環境はここ数年で大き

く様変わりした．カナダやウルグアイなど，嗜好用

大麻を認める国も出てきた．欧州においても，

2017年以降，ドイツにおける医療向け大麻の合法

化など，様々な動きが出ている．WHOは，第41回

Expert Committee on Drug Dependence（ECDD）

の審議結果を受け，2019年1月に国連に対し，

1961年及び1971年条約上の大麻の規制変更に

関する勧告を発出している．  

本分担研究では，まずは大麻の本質を明確に

するために，現在までに報告されている大麻の天

然物化学的及び分子生物学的知見について調

査を行った．また，欧州における大麻の現況をと

明確にするために，産業用及び医療用途の大麻

の欧州各国の法的取り扱い及び市場動向につい

て調査を行った． 

 

B. 研究方法 

1. 天然物化学的・分子生物学的観点から見た大

麻草の本質について 

①大麻草（Cannabis sativa L.）の成分及びカンナ

ビノイドの分析法に関する文献調査 

情報検索ツールとして SciFinder を主に用い，
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PubMedおよび Google Scholar も併用して検索を

行なった．検索語として， Cannabis sativa ，

component，constituent 等を用いた．また必要に

応じ化合物検索も行った． 

②大麻の分子生物学的手法を用いた識別と細胞

生物学的手法を用いた解析について 

 情報検索ツールとして，PubMedを用い，検索語

として，Cannabis sativa，genome, DNA，marker 

等を用いた． 

 

2. 欧州を中心とした産業用大麻及び医療用大麻

の現状について 

①欧州における産業用大麻の現状  

 2017年にドイツ・ケルンで開催された14th 

International Conference of the European 

Industrial Hemp Association（第14回欧州産業大

麻協会国際会議）に参加し，欧州における産業用

大麻の現況と市場動向の調査を行った．情報検

索ツールとして，学術的知見に関してはPubMed

を用い，検索語として，Cannabis sativa，hemp，

industrial 等を用いた．また，インターネット上の

欧州の公的ホームページの記載内容も調査対象

とした． 

②欧州における医療用大麻の現状について 

 2019年にオランダの保健福祉スポーツ省下の

機関であるOffice of Medical Cannabis（OMC）を

通して，オランダの医療用大麻の現状に関する調

査を行った．また，オランダEmmeloodにある

Bedrocan社を訪問し，オランダにおける医療用大

麻生産について調査を行った．その他，欧州にお

ける医療向け大麻製品の現状と品質規格の調査

では，情報検索ツールとして，主にPubMedを用

い，検索語として，medical cannabis，Europe, legal 

status等を用いた．また，インターネット上の欧州

の公的ホームページの記載内容も調査対象とし

た． 

 

C. 研究結果及び考察 

1. 天然物化学的・分子生物学的観点から見た大

麻草の本質について 

①大麻草（Cannabis sativa L.）の成分及びカンナ

ビノイドの分析法に関する文献調査 

SciFinderによる検索の結果をもとに文献調査を

行なったところ，以下の知見が得られた．1. 大麻

の成分について，565種の化合物が報告されてお

り，うち120種がカンナビノイドである．カンナビノイ

ド以外の成分として，二次代謝物ではテルぺノイ

ド，フラボノイド，リグナン，アルカロイド等が，一次

代謝物ではアミノ酸，脂肪酸，糖，炭化水素等が

含まれている．2. 大麻草各部位における成分に

ついて，カンナビノイドが多く含まれる部位は，

葉，花穂，苞葉である．3. 葉はついている位置の

違いでカンナビノイド含量が異なる．4. カンナビノ

イドが少ない，またはほとんど検出されない部位

は，根，茎，花粉である．また，成長過程や栽培

条件における大麻成分の違いについては，1. 発

芽直後はほとんどカンナビノイドが生成しない．2. 

成長過程でのカンナビノイド含量の増減はカンナ

ビノイドの種類によって異なる．3. drug-type，

fiber-type，intermediate-typeなどのchemotypeによ

っても生長段階における各カンナビイド含量の増

減は異なる．4. 暗所で栽培した場合は明所と比

較してΔ9-THCなどの含量値が低くなる．5. 

THCA/CBDA（Δ9-THC/CBD）の値は成長過程に

おいて一定なため生育段階においてchemotype

が変化することはない．さらに大麻草および大麻

草由来製品に含有されるカンナビノイドの分析手

法については，GC-FIDおよびGC-MS，HPLC，

UPLC，LC-MSがよく使われている等の知見が得

られた． 

②大麻の分子生物学的手法を用いた識別と細胞

生物学的手法を用いた解析に関する文献調査 

DNAマーカーの開発は，遺伝子とその作用の

基礎となる分子メカニズムの知識に基づく必要が

ある．大麻の遺伝子配列情報は順調に蓄積され

ており，ゲノムDNA上の反復配列を利用したSTR
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マーカーや，1塩基の多型性を利用したSNPsマ

ーカーなどの開発につながっている．被子植物全

体の4パーセントと少数派の雌雄異株植物である

大麻は，古くからその雌雄性の研究や，雌雄判別

のDNAマーカーの開発などが進められているが，

雌株（2n=18＋XX）と雌雄同株（2n=18＋XX）が

同じ核型を示すなど重要な特性がまだ十分に理

解されていない．また，カンナビノイド，テルペノイ

ド（香り成分）合成と蓄積の場である毛状突起に関

する研究もまだ不十分である．今後の大麻研究は

より細分化され，産業用や医療用に特化した形で

進められると考えられる． 

 

2. 欧州を中心とした産業用大麻及び医療用大麻

の現状について 

①欧州における産業用大麻の現状 

欧州連合全体で販売・提供されている大麻品

種は，2019 年現在，68 品種である．欧州産業大

麻協会が製品として取り扱う「産業用大麻製品」は，

THC含有 0.2%以下の大麻栽培種であり，基本的

に，国連麻薬条約上規制されている花序部分及

びその周辺の葉部分を除く，主に種子や茎由来

製品である．このような規制下で，欧州では大麻

産業が発展している．製品は繊維，シードオイル

をはじめ，建材，健康食品，スキンケア製品，電子

タバコにおよぶ．さらに，欧州以外のカナダ，中国，

タイなどでも大麻産業への進出・参入がみられる．

その中で，規制範囲内での大麻の優良品種の作

成・育成が行われている．大麻の雌雄での生活環

の違いを考慮し，雌雄同株品種（生活環の均一

化）の導入，規制基準の THC（A）を含まない大麻，

THCA前駆物質蓄積品種の導入など生産性や品

質の向上が行われている．  

②欧州における医療用大麻の現状 

大麻の取り扱いに関し，この数年間に世界的に

大きな動きがあった．欧州においても，2017年以

降，ドイツにおける医療用大麻の合法化など，大

麻をめぐり様々な動きが出ている．医療用途の大

麻生産及び大麻関連製品の輸出量が，国際麻薬

統制委員会INCBに報告されている量としては世

界の2/3を占める英国では，許可を得た医者が医

療用大麻を処方することを2018年11月より認める

ようになっている．2018年度は，当初より国の政策

として医療用途の大麻を認めていたオランダの現

状について調査し，その問題点を論じた．また，

2019年度は，オランダ以外の欧州における医療

向け大麻製品（大麻由来医薬品を含む）の現状を

とりまとめた．さらに，欧州において，医師の処方

箋により薬局において医療向けの大麻を受け取

ることが可能な国が増加する中，各国の薬局方等

において医療向けの大麻の品質規格を定めたモ

ノグラフが相次いで発出されている現状を鑑み，

各国薬局方等の品質規格について取りまとめた． 

 

D. 結論 

1. 天然物化学的・分子生物学的観点から見た大

麻草の本質について 

①大麻草（Cannabis sativa L.）の成分及びカンナ

ビノイドの分析法に関する文献調査 

大麻草は，主に含有するカンナビノイドの種類

により，chemotype としてdrug-type，fiber-type，中

間型 intermediate-typeに分けられる．また，大麻

草中のカンナビノイド含量は植物体全体として，

週齢，品種，生育条件，収穫時期，収穫後の保

存状態などによって影響を受ける．さらに，特定の

カンナビノイドを多く含むように，様々な栽培品種

の作成が行われている．大麻草については，近

年，様々な研究がなされており，新たな大麻成分

も検出されている．今後も引き続き大麻草の成分

について調査していく必要がある． 

②大麻の分子生物学的手法を用いた識別と細胞

生物学的手法を用いた解析について 

農学や法科学に役立つ信頼性の高いDNAマ

ーカーの開発は，遺伝子とその作用の基礎となる

分子メカニズムの知識に基づく必要がある．大麻

の遺伝子配列情報は順調に蓄積されており，多く
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の分析マーカーの開発につながっている．ただ

し，雌雄同株のような重要な特性は，生理学的，

遺伝学的基礎がまだ十分に調査されていない．

同様に，光周期条件への応答，毛状突起に関す

る研究および繊維品質など，産業用または医療

用大麻にとって重要な特性は分子レベルではま

だ十分に理解されていない．今後は，上記部分

の研究の進展が期待される． 

2. 欧州を中心とした産業用大麻及び医療用大麻

の現状について 

①欧州における産業用大麻の現状 

産業用用途の大麻は世界的にも発達した大き

な産業となりつつある．産業用大麻製品は食品か

ら建築資材まで多岐にわたっており，欧州内で

は，THC含有0.2%以下の基準を設け製造・生産

が行われていた．EU内では，その基準を満たした

68栽培品種が認証されているが，年度ごとのTHC

濃度分析において基準を超える品種に対しては

栽培禁止などの措置を行っている．また，品種改

良を行い新たな栽培品種を導入し，生産性や品

質の向上を推し進めている．今後はDNA情報に

基づいたさらなる大麻品種が見込まれる． 

②欧州における医療用大麻の現状について  

一般的に，医療用として使用されている大麻に

は，大麻由来医薬品（大麻成分含有製剤もしくは

合成カンナビノイド含有製剤）と医療向けの大麻

（乾燥大麻植物花穂部分もしくはその抽出物）が

ある．欧州では国によって大麻に対する法的位置

づけが異なっており，オランダやドイツのように，

乾燥大麻植物の医療向けを認めている国もあれ

ば，ブルガリアやルーマニア，ハンガリーのように

医療向けの大麻だけではなく，大麻由来医薬品

も許可していない国もある．Epidiolex®のような

CBD含有医薬品がある一方で，CBDオイルと称し

て，食品としての分類で一般に販売されている製

品もある．今後も，欧州における大麻をめぐる規

制の変化を注視していく必要がある． 

 

E. 研究発表 

 1．論文発表 

   なし 

 2．学会発表 

   なし 

 

F. 知的所有権の取得状況 

なし 
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平成 29年度～令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H29-医薬-指定-009） 

危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 

 

分担研究報告書（３年間のまとめ） 

 

大麻および関連化合物の法規制と薬物乱用防止対策に関する調査研究 

 

 分担研究者：舩田正彦（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部） 

 研究協力者：富山健一，阿久根陽子，大澤美佳 

                    （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部） 

【研究要旨】 

（１）米国における大麻規制の現状 

 米国における大麻規制手法の概要についてまとめた。医療用大麻法を運用する州の数は、初年

度の調査では 29州+D.Cであったが 2年度の調査では 33州+D.Cへと増加した。規制の状況は、

一部の州において、大麻の適応症数は更新されていたが、大麻の所持量、大麻摂取法など州間で

統一されていない状況のままであった。医療用大麻法が導入されていない 17 州のうち 13 州で

は、大麻に含まれる化学物質であるカンナビジオール(Cannabidiol, CBD)のみ、医療目的による所

持・使用を認めていた。レクリエーション用大麻法が導入された州の数も、昨年度の調査では 9

州+D.C であったが本年度の調査では 11 州+D.C へと増加した。嗜好品としての大麻使用規制に

ついては、年齢制限、所持量、使用できる場所（学校、職場、公共施設では禁止）などが規定さ

れていた。違反した場合の罰則規定については、カリフォルニア州とコロラド州で成人における

所持・使用制限の違反は、罰金刑や刑務所での服役など厳しい罰則が定められていた。 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関する調査：本研究における検索結果から、大麻を使

用した直後の危険性として、大麻使用により意識の変容が生じ、自動車等の操作に影響を与える

ことが考えられる。また、大麻の慢性使用は、退薬症候をともなう薬物依存に陥る危険性がある。

特に若年からの大麻使用（高頻度かつ長期間）は、統合失調症、うつ病の発症を増加させる危険

性があり、注意を要すると考えられる。大麻の医療への応用に関しては、研究の対象サンプルが

小さいため、十分な解析の上での評価結果であるかは判断が難しい状況であった。痛みの緩和（神

経因性疼痛など）、食欲増進(HIV患者での食欲刺激)、多発性硬化症に対する効果に関しての研究

が進んでいるが、その有効性については大麻に含まれる Δ9-THC および CBD などの主要成分に

着目して、慎重かつ適切な判断が必要である。大麻および関連化合物の取り扱いについては、有

害作用による不利益を十分考慮した慎重な対応が必要である。 

（３）米国における薬物乱用防止教育：米国における薬物乱用防止教育について、カリフォルニ

ア州で実施されているプログラムの調査を行った。プログラムでは、若者が動機や対話などのス

キル、意思決定について学ぶことに重点が置かれ、プログラム受講により薬物使用が抑制される

効果が得られるということがわかった。 

 世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対

する影響などを含む総合的な検証が必要であろう。 
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（１）米国における大麻規制の現状 

 

A. 目 的 

 

 世界的に大麻規制システムの変革が進んで

おり、大麻規制を緩和する流れが起きている。

米国では、大麻を連邦法である物質規制法によ

って最も厳しい規制のカテゴリーである

Schedule Iと定めているが、州単位では医療目的

または嗜好品目的による大麻の使用を合法化

する動きが活発化している。今後、わが国にお

ける大麻の規制に大きな影響を与える可能性

がある。 

 本研究では、米国における医療用大麻法およ

びレクリエーション用大麻法について調査し、

各州の医療用大麻および嗜好品としての大麻

の規制の現状についてまとめた。 

 

B. 方 法 

 

(1)米国における医療用大麻法（Medical 

marijuana laws, MMLs）：2019年 11月 29日時点

での、33 州および D.C.における医療用大麻法

（Medical marijuana laws, MMLs）の運用を担当

する州保健省内の専門管轄担当局の公開して

いる規定を調べ、州ごとの共通点と相違点の比

較整理を行った。管轄となる州保健省の一覧は、

Table.1に記載した。調査項目は、年齢、対象と

なる適用症、所持量、使用方法として喫煙の可

否とした。次に、州法で大麻に含まれる化学物

質のうち、カンナビジオール(Cannabidiol, CBD)

についてのみ医療目的での所持・使用を認めて

いる 13 州について担当局の公開している規定

を調べ、州ごとの共通点と相違点の比較整理を

行った。管轄となる州保健省の一覧は、Table.2

に記載した。 

 

(2) 米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）： 2019年

11月 29日時点での、11州および D.C.における

レクリエーション用大麻法（ Recreational 

marijuana laws, RMLs）の運用を担当する州の担

当局の公開している規定を調べ、年齢、所持量、

大麻および大麻製品の購入にかかる税金、使用

制限について調査し、MMLsの規定との比較を

行った。 

 

C. 結 果 

 

（1）医療用大麻法（Medical marijuana laws, 

MMLs） 

米国では、連邦法である規制物質法に従って、

大麻をヘロイン、LSD または MDMA 等と同等

の Schedule I と定めその使用を禁止している。

一方、1996年にカリフォルニア州で初めて医療

用大麻法（Medical marijuana laws, MMLs）が可

決さて以来、2019 年 11 月 29 日までに 33 州と

コロンビア特別区(D.C.)において医療目的によ

る大麻の個人的な所持や使用を非罰則化した

MMLsが州単位で運用されている(Table.1)。 

 

（2）レクリエーション用大麻法（Recreational 

marijuana laws, RMLs） 

米国では、大麻を嗜好品として使用すること

を 認めた レクリ エー ション 用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）が、2012年

にコロラド州とワシントン州で、2014年にアラ

スカ州、オレゴン州および D.C.で、2016年にカ

リフォルニア州、ネバダ州、メイン州そしてマ

サチューセッツ州そして 2018 年にバーモント

州、ミシガン州、2019年にイリノイ州で可決さ

れている。RMLs が運用されている州内では、

規則を守っている限り大麻を所持、栽培または

使用することによって州法で処罰されること

はない。 

MMLs および RMLs の比較一覧を Table.2 に

示す。嗜好品としての大麻は、21歳以上になる

と購入が可能となる。2019 年 11 月 29 日時点

で、バーモント州、イリノイ州と D.C.を除いて

大麻の商業流通が認められており、州がライセ

ンスを付与した店舗のみで購入が可能となっ

ている。個人間の売買は 11 州および D.C.のす

べてで禁止されている。入店の際、セキュリテ

ィーに ID を見せ、年齢チェックを行うことを
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義務付けている。 

 

 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関

する調査 

 

A. 研究目的 

 

 若年層への薬物乱用防止の効果的な啓蒙活

動には、乱用薬物が引き起こす健康被害等の有

害作用に関する情報を提供することは不可欠

である。 

 最近の薬物乱用問題に目を向けると、大麻乱

用が台頭している。特に、青少年における大麻

乱用や、著名人の大麻所持、違法な大麻栽培等

の国内での事件が後を絶たない。一方、米国で

は、連邦法では違法なものの、州レベルにおい

て大麻の医療適用が進んでいる。さらに、2012

年以降、ワシントン、コロラド、オレゴン州等

で州法の範囲で嗜好品としての使用も始まっ

ている。わが国では、大麻に関しては「大麻取

締法」によって」規制されている。一方、諸外

国での対応については、条約違反の指摘がある

中、一部の国で嗜好品としての使用も認めてい

る、また、認めようとしていることから、薬物

乱用防止を念頭に、本法への影響を鑑み大麻に

関する情報を整理することが必要である。 

 本研究では、大麻の臨床上の特性を「有害作

用」と「臨床応用」に着目して、文献レビュー

を実施した。 

 

B. 研究方法 

 

 医学文献データベース (PubMed、Clinical 

Trials.gov)による文献検索を実施した。2016 年

12 月までにデータベースに投稿された情報を

検索した。 

 検索には、次のキーワードを使用した。  

○有害作用： (“marijuana abuse” OR addictive 

behavior OR substance related disorders)’’ 

○臨床応用： “(cannabis OR marijuana) AND 

(therapeutic use OR therapy) AND (RCT OR 

randomized controlled trial OR “systematic review” 

OR clinical trial OR clinical trials) NOT (“marijuana 

abuse” [Mesh] OR addictive behavior OR substance 

related disorders)’’ 

 

PubMed: PubMedは、既発表の医療試験・科学試

験のデータベースで、Entrez 情報検索システム

の一部として、NIHにある米国国立医学図書館

（NLM）が維持している。PubMedは、MEDLINE、

生命科学系雑誌及び電子書籍から 2400 万件を

超える生物医学系文献の抜粋を収載している

(http:// www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed)。 

 

C. 研究結果 

 

大麻作用 

 大麻摂取による主な薬理作用は以下の特徴

が示されている (Adams and Martin, 1996; 

Gonzalez, 2007; Hollister 1986, 1988)。 

 

大麻急性使用による影響 

大麻の急性使用 

 (1)高揚感、脱抑制 

 (2)吐き気、抑うつ、興奮、錯乱、眠気、パニ

ック発作 

 (3)音刺激、触覚に対する知覚の変容 

 (4)時間感覚の歪み、短期記憶の障害 

 (5)自動車の運転への影響、運動失調と判断力

の障害  

 

大麻慢性使用による影響 

 (1)薬物依存、退薬症候の発現 

 (2)統合失調症、うつ病の発症リスクの増加

（特に、若年からの使用はハイリスク） 

 (3)認知機能、記憶等の障害 

 (4)他の薬物使用のリスクを高める 

 

慢性使用による行動障害 

（大麻の慢性使用） 

 (1)薬物依存、退薬症候の発現 

 (2)統合失調症、うつ病の発症リスクの増加

（特に、若年からの使用はハイリスク） 



-10- 

 (3)認知機能、記憶等の障害 

 (4)他の薬物使用のリスクを高める 

 

青少年の大麻使用 

大麻使用の結果生じる行動障害や認知機能

への影響は、大麻使用開始の年齢に起因する可

能性が示唆されている。例えば、15歳以下で大

麻使用を開始した場合、注意力持続評価、衝動

の制御、一般情報処理機能に障害が見られる

(Fontes et al., 2011; Gruber et al., 2012)。若年期に

大麻の使用を開始した人の IQ の低下は、大麻

使用を中止してから少なくとも 1年は持続する

ことが報告されている(Meier et al., 2012)。 

 大麻使用量との関連性については、Gruberら

(2012)による研究の中で、より若年で大麻使用

を始めた被検者では、大麻の使用頻度は 2 倍、

1 週間当たりの使用量は 3 倍であり、行動や認

知機能障害への悪影響は多大であった。同様に、

若年期に大麻使用を開始して生じる IQ の低下

については、大麻の使用量が増えるほど低下の

度合いが大きかった(Meier et al., 2012)。さらに、

検査時点で大量かつ慢性的に大麻を使用して

いる被検者では、IQ測定のためのスコアである

短期記憶、長期記憶、情報処理速度は障害を受

けていることを示した (Fried et al., 2005)。以上

の結果から、大麻の使用開始年齢、大麻の使用

量および使用頻度が、その後の行動や認知機能

の障害の強さとの関係性があると考えられる。 

 

 米国精神医学会のDSM-5（2013）における

大麻使用障害に関する説明（概要） 

 大麻使用障害を有する人々は、数ヶ月また

は数年の間、1日中 大麻を使用する可能性が

あり、さらに一日をその影響下で費やす可能

性がある。そうでない人々はまれにしか使用

しないかもしれないが、大麻の使用は家族、

学校、仕事、またはその他の重要な活動に関

連して繰り返し起こる問題（例えば、職場で

の高頻度の欠勤、家族の義務の無視）が原因

である。身体的に危険を伴う活動を行う際に

定期的な大麻の使用と中毒症状が負の行動

や認知機能に影響を与えるので、仕事や学校

での最適なパフォーマンスに悪影響を及ぼ

す。同様に様々な日常の行動や作業（車の運

転、スポーツのプレイ、機械操作を含む手作

業の実施）における事故等の危険性を増大さ

せる。家庭での大麻の使用（子供の前で使用

する）に関しては、家庭のあり方に悪影響を

及ぼし、また大麻使用障害を持つ人々の共通

の特徴である。 最後に、大麻使用障害を持つ

人々は、有害作用：身体的な問題（例えば、

喫煙に関連する慢性の咳）またはその使用に

関連した心理的な問題（過度の鎮静または他

の精神衛生上の問題の悪化）の知識があるに

もかかわらず、大麻を使用し続ける。 

 

大麻使用と精神病の関連※ 

※本研究では、以前の大麻使用とそれに続く精

神病の発生の直接的な結びつきに関する根拠

のみ評価した。しがたって、健常人において大

麻摂取で発現する一時的な効果が精神病の症

状と同じなのか？あるいは既に統合失調症と

診断されている人の精神症状を悪化させるの

か？といった観点には言及できない。 

 

 大麻使用と精神病の関連性を分析する際に、

被験者が既に精神病の診断がなされている患

者か、あるいは障害の診断は満たさない(精神病

に関連するいくつかの症状を明らかに呈して

いない)かを評価することが重要である。今回の

分析では、Diagnostic and Statistical Manual (DMS-

5)や International Classification of Diseases (ICD-

10)による精神病の診断基準により精神病性障

害と診断された被験者を用いた研究を中心に

まとめた。 

 スウェーデンの研究では、15 年間にわたり

50465 名を対象にして、大麻使用と統合失調症

の発症リスクに関する検討が行われた

(Andréasson et al., 1987)。18歳までに、大麻を使

用した場合、2.4倍の発症リスクがあることが示

唆された。同様に、大麻の使用頻度が高くなる

と、統合失調症の発症リスクが高まる可能性が

確認されている(Zammit et al., 2002)。研究規模は

小さいものの、オランダ(van Os et al., 2002)、ド
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イツ(Henquet et al., 2004)、ニュージーランド

(Arseneault et al., 2002; Fergusson et al., 2003)にお

いても同様の解析結果が示されている。 

 大麻使用と精神症状の関連性に関するメタ

解析研究では、精神病症状および精神病性障害

の発症リスクは大麻使用経験者では、1.4倍およ

び大麻慢性使用者では 2.09 倍であったとされ

る(Moore et al., 2007)。特に、若年層での大麻使

用の危険性が指摘されている(Mullin et al., 2012)。 

 一方、大麻の使用と精神病発症の危険性につ

いては、薬物の使用歴と症状を精査し、より具

体的な危険因子について検証の必要があると

いう報告もある (Minozzi et al., 2010)。また、大

麻を使用した被験者が使用しなかった被験者

と較べて精神病と診断される割合は、必ずしも

高値を示さないことも今後の課題として示さ

れている(Fergussen et al., 2003, 2008; Kuepper et 

al., 2011; Van Os et al., 2002)。大麻の使用が精神

病の発症にどのように関わるか？については、

更なる検証が必要であると考えられる。 

 うつ病の発症については、大麻乱用開始時期

のうつ病発症の有無の補正が不完全ではある

が、わずかに発症リスクが上昇（1.15 倍程度）

する危険性が示されている(Moore et al., 2007； 

Horwood et al., 2012)。一方、ノルウェーの研究

では、大麻使用障害の患者において、特に重度

の大麻使用者では、自殺リスクが上昇すること

が示されている(Arendt et al., 2013)。 

 大麻使用と様々な精神疾患の発症リスクに

関する研究から、若年から使用を開始し、長期

にわたる大麻使用は高い危険性が存在すると

考えられる。大麻使用による精神疾患の発症リ

スクについては、継続的な検証が必要である。 

臨床効果 

 

（医療応用の動向） 

 (1)痛みの緩和（神経因性疼痛） 

 (2)食欲増進(HIV患者での食欲刺激) 

 (3)多発性硬化症 

への臨床応用が期待されている。 

 

（３）米国における薬物乱用防止教育 

 

A. 研究目的 

 

米国の薬物乱用防止教育について調査す

る。 

 

B. 研究方法 

 

薬物乱用防止教育で、様々なプログラムが

開発されている(Sussman et al., 2014)。いずれの

プログラムにも、動機(motivation)、スキル

(skills)、意思決定(decision making)のいずれか

の要素が組み込まれている。3つの要素全てを

網羅し、大麻使用に効果のある Project Towards 

No Drug Abuse (TND)プログラムに着目し、こ

のプログラムの指導に用いられているテキス

トの内容およびその効果について調査を行な

った。 

 カリフォルニア州で使用されている薬物乱

用防止教育の指導用テキストを、プログラムの

開発元である南カリフォルニア大学の Project 

towards no drug abuseのホームページより入手し

た。 

 

C. 研究結果 

 

TNDプログラムは、南カリフォルニア大学で

の 20 年以上に渡る研究に基づいて開発された

もので、14 歳から 19 歳までの高校生を対象と

した、全 12回の授業形式で構成されている。基

盤となる理論は「動機-スキル-意思決定モデル」

で、これら 3つの要素に介入することで、薬物

の誤った使用や他の問題となる行い（暴力や危

険な性行動など）の予防・減少が達成できると

する理論である。 

全 12回の授業概要を Table.3に示す。各授業

は対話形式となっており、生徒間や生徒と教師

の間においての議論によって進行する。 

 

D. 考察 

 

（１）米国における大麻規制の現状 
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米国では、33州および D.Cにおいて大麻を医

療目的で使用することを認めている。しかし、

適応症の数、個人の所持量や使用方法などは州

単位で異なっており、全州で統一がなされてい

ないことが明らかになった。がん治療や

HIV/AIDS 治療に伴う食欲不振や吐き気止めな

ど特定の症状、多発性硬化症等に起因する痙縮

の抑制に対する効果が期待されており、米国に

おける医療用大麻の使用拡大に寄与している

と考えられる。しかしながら、他の適応症に関

しては、臨床上の有効性に関する検討が不足し

ており、更なる研究が必要であると考えられる。 

大麻を嗜好品として使用を認めている州で

は、大麻の売買は課税対象となっており、州の

財源となっている。大麻関連製品を取り扱うこ

とは、税収の確保という観点から新規の産業と

して影響力があると考えられる。また、大麻販

売から得られた税収が、未成年や女性に対する

大麻使用の有害性について啓発活動に使われ

ている。すなわち、米国における大麻規制の緩

和は、必ずしも大麻の安全性を背景にしたもの

ではなく、大麻の流通量や社会情勢が影響して

いると考えられる。 

嗜好品における大麻の使用は、年齢制限、所

持・栽培量や使用可能な場所に厳しい制限と違

反した場合の罰則が設けられていた。しかし、

コロラド州では、2012年に大麻の所持や栽培が

一定の制限下で合法化されているにもかかわ

らず、2013年以降逮捕者の大幅な減少は認めら

れなていない。特に、逮捕者の 70%以上を未成

年が占めており、未成年への乱用防止政策の厳

しい現実が明らかになった。また、大学や職場

での大麻の使用が蔓延しており、日本からの留

学生や社会人が容易に大麻に手を出すことが

無いよう我が国の関係機関が協力して啓発し

ていく必要がある。 

 大麻規制を緩和することで大麻使用者は増

加することから、今後も新たな公衆衛生上の問

題が発生する可能性がある。米国では厳格な規

則のもと大麻の使用を認めているが、カリフォ

ルニア州とコロラド州から見た実態は、必ずし

も規則が守られているとは限らない状況であ

る。引き続き、世界的な大麻規制の変化を注視

し、わが国でも大麻使用に関する健康被害およ

び社会生活に対する影響などを含む総合的な

検証が必要であろう。 

 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関

する調査 

 

 本研究では、大麻の臨床上の特性を「有害作

用」と「臨床応用」に着目して、文献レビュー

を実施した。 

 大麻の有害作用については、急性作用として、 

 (1)高揚感、脱抑制 

 (2)吐き気、抑うつ、興奮、錯乱、眠気、パニ

ック発作 

 (3)音刺激、触覚に対する知覚の変容 

 (4)時間感覚の歪み、短期記憶の障害 

 (5)自動車の運転への影響、運動失調と判断力

の障害  

 

が生じることが判明した。特に、大麻摂取時の

自動車の運転はその危険性が高い。 

 

また、大麻の慢性使用については、 

 (1)薬物依存、退薬症候の発現 

 (2)統合失調症、うつ病の発症リスクの増加

（特に、若年からの使用はハイリスク） 

 (3)認知機能、記憶等の障害 

 (4)他の薬物使用のリスクを高める 

 

という特徴が確認された。大麻の高頻度、長期

間の使用により、統合失調症の発症リスクを高

める危険性がある。また、青少年の大麻使用を

契機に、大麻使用障害や覚せい剤やコカイン等

の他の違法薬物の乱用に移行し、薬物依存症に

陥る危険性がある。 

 

 大麻の医療応用の可能性としては、 

 (1)痛みの緩和（神経因性疼痛） 

 (2)食欲増進(HIV患者での食欲刺激) 

 (3)多発性硬化症 
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に対する効果が評価されている。研究の開始時

には、緑内障への治療効果が期待されたが、必

ずしも有効性が確定しない場合もある。大麻の

医療への応用については、有害作用を考慮した

慎重な検証が必要であろう。 

 

（３）米国における薬物乱用防止教育 

TNDプログラムは、これまでに 7つの実験的

試験によって厳密に効果が検証されており、過

去 30日以内の大麻、アルコール、タバコ、ハー

ドドラッグ（コカインや幻覚剤、興奮剤、吸入

剤、その他の薬物）の使用の減少や男子学生に

おける暴力や武器の所持の減少といった効果

が得られることが確認されている。一方で、本

プログラムの生徒による自己学習には効果が

ないことが示されており、プログラムを用いた

教育機関での薬物乱用防止教育が、若者の薬物

乱用の抑止に有用であるということが示され

ている。 

 

E. 結論 

 

（１）米国における大麻規制の現状 

米国における医療用大麻法およびレクリエ

ーション用大麻法は、その運用は厳格なルール

が定義されている。特に、嗜好品として認めて

いる州では、罰則規定など厳しい規制を設けて

青少年での使用には警戒している。一方で、必

ずしも大麻の規制が守られているわけではな

く、様々な公衆衛生上の問題も発生している。

世界的な大麻規制の変化を注視し、わが国でも

大麻使用に関する健康被害および社会生活に

対する影響などを含む総合的な検証が必要で

あろう。 

 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関

する文献検索 

 本研究における検索結果から、大麻を使用し

た直後の危険性として、大麻使用により意識の

変容が生じ、自動車等の操作に影響を与えるこ

とが考えられる。また、大麻の慢性使用は、退

薬症候をともなう薬物依存に陥る危険性があ

る。特に若年からの大麻使用（高頻度かつ長期

間）は、統合失調症、うつ病の発症を増加させ

る危険性があり、注意を要すると考えられる。 

 大麻の医療への応用に関しては、研究の対象

サンプルが小さいため、十分な解析の上での評

価結果であるかは判断が難しい状況であった。

大麻および関連化合物の取り扱いについては、

有害作用による不利益を十分考慮した慎重な

対応が必要である。現時点では、大麻の成分に

着目した研究が望ましいと考えられる。 

 

（３）米国における薬物乱用防止教育 

大麻使用抑止のためには、動機(motivation)、

スキル(skills)、意思決定(decision making)の 3つ

の要素を網羅した、教育プログラムが効果的で

あると考えられる。 

 

 若年層への薬物乱用防止の効果的な啓蒙活

動には、乱用薬物が引き起こす健康被害等の有

害作用に関する情報を提供することは不可欠

である。本研究を通じ、若年からの大麻使用は、

様々な精神疾患へつながるリスクを否定でき

ないことが判明した。大麻に関する有害作用と

有用性に係る最新の情報を整理し、薬物乱用防

止の効果的な啓蒙活動に利用することが重要

であろう。適切なプログラムを用いた教育機関

での薬物乱用防止教育が、若者の薬物乱用の抑

止に有用であると考えられる。 
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Table.1 米国 33州および D.C.におけるMedical marijuana lawsの比較 

 

2019 年 11 月時点における米国 33 州および D.C.の医療用大麻の管轄サイトより運用方法の情報を

収集した。各州は、医療用大麻法が合法化した順となっている。基本的な年齢は 18歳以上だが、す

べての州で親の同意があれば 18歳未満でも患者登録は可能である。適応症の数は、制度の見直しに

よって増減する可能性がある。所持量は大麻草の量を表しており 1ozは約 28.35gで換算される。大

麻加工製品は製品の種類ごとに所持量の規制がある。喫煙は、大麻草の加熱吸引のことであり、ヴ

ェポライザー等の使用については別に規制される場合がある。喫煙の可否が定められていても、使

用可能な場所は基本的に自宅のみである。大麻影響下における自動車の運転操作は禁止されている。 
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Table.2 米国 11州および D.C.における医療用とレクリエーション用の大麻規制の比較 

 

2019年 11月時点での医療用大麻法と嗜好品大麻法を管轄する州のサイトより法律名、法案が可決

した年、大麻使用可能な対象年齢、大麻の所持量、大麻の購入かかる税金の規定を調査した。D.C.

では、嗜好品としての大麻の商業取引は禁止されており、税金に対する規定は定まっていない。バ

ーモント州とイリノイ州では大麻の店舗販売はまだ始まっておらず、税金の規定は検討中となって

いる。使用可能な場所はすべての州で共通して自宅などプライベート空間のみとなっていた。 
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Table.3  TNDプログラム全 12回の授業の概要 

 

Project Towards No Drug Abuse (TND)プログラム 
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平成 29年度～令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H29-医薬-指定-009） 

 

危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究 

分担研究報告書 

 

大麻／フィトカンナビノイドの有害性と有益性 

に関する調査研究 

 

分担研究者：山本経之                     （長崎国際大学大学院薬学研究科 薬理学研究室） 

研究協力者：山口 拓、福森 良      （長崎国際大学大学院薬学研究科 薬物治療学研究室） 

 

【研究要旨】 

国外において大麻・大麻関連製品の合法化が進むに伴って、国内ではその安全性に関わる誤っ

た情報が流布されている現状がある。 

本研究では、大麻由来の生理活性を有する植物成分（フィトカンナビノイド）の使用時の有害

性について、作業能力の低下、海馬等の容積減少、大麻離脱症候群の特徴、大麻により誘発され

る精神疾患等、胎生期間／幼児期における影響等の、観点から近年の報告を中心に調査した。 

一方、昨今のフィトカンナビノイド自身やフィトカンナビノイドをリード化合物とする医薬品

開発が国内外で進められている現状を踏まえ、フィトカンナビノイドを含めた大麻由来医薬品開

発の現状とその問題点を考察した。 

大麻に関わる国内の諸問題は、特に娯楽目的や商業目的の使用において合法化された諸外国と

は社会的背景や見解を異にするもので、本邦独自の問題として対応すべきである。したがって、

科学的根拠に基づいた最新の学術的情報を精査･総括し、大麻の有害性ならびに有用性との相反

する二面性、さらには大麻が有する「グレーゾーン」を科学的に評価することには重要な意義が

あると同時に、大麻乱用防止を含めた薬物乱用防止教育の今後の方針のみならず、行政および法

制度における発展的な方策の決定にも新たな指針を与えるものと考えられる。 
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【これまでの調査研究の総括】 

 

近年増加傾向にある大麻乱用を念頭に、大麻

／THC／CBD の脳への機能的／解剖学的側面

から見た作用を最近の基礎・臨床の論文を基に

調査研究した。 

 

平成 29 年度 

青年期の大麻使用者は、非使用者と比較して

注意機能、記憶、情報処理速度、視空間機能お

よび実行機能を要する作業能力が低い傾向に

ある点を指摘した。また青年期の大麻使用者で

は、海馬、前頭前皮質、および扁桃体容積の減

少が認められ、特に恐怖と関連する否定的感情

への過敏反応と関連することを明らかにした。

一方、大麻離脱症候群は高頻度の長期使用を突

然中止した後の 24-48 時間以内に発現し、その

発現には大麻の反復使用によるカンナビノイ

ド CB1 受容体のダウンレギュレーションが関

与することを明らかにした。また大麻使用は

ニコチン依存症を含むアルコールおよび薬

物使用障害の有病率／罹患率を増大させ、

そのリスクは使用頻度に比例して大きくな

る点を明らかにした。これとは別に、「大麻

使用により社会に及ぼす影響」ならびに「医療

用大麻の有用性」についても新たな知見を述べ

た。 

 

平成 30 年度 

大麻により誘発される精神疾患、大麻による

機能的・組織的障害、大麻の嗜癖関連作用、大

麻／カンナビノイドからの医薬品開発への可

能性、の観点から更に調査研究を実施した。そ

の中で特に、青少年期での大麻摂取は統合失調

症の発症リスクを増大させ、脳機能の発達過程

に重大な影響を与える点と青少年期における

大麻摂取が重度の大麻依存症や持続的な認知

機能障害と関連している点を強く警告した。更

に小児のてんかん発作治療薬や多発性硬化症

治療薬など大麻／カンナビノイドの医薬品と

しての開発の現状を総括したが、大麻／カンナ

ビノイドの用量設定の問題を残している点、ま

た幻覚作用を持たない CBD の医薬品への応用

に関しては CBD の用量設定の問題及び THC-

CBD 配合剤ではその適切な用量比を確定する

問題を残している点を指摘した。 

 

令和元年度 

諸外国での大麻・大麻関連製品の合法化が進

む点を考慮に入れ、大麻の胎生期間／幼児期お

よび若年期における大麻喫煙の影響を中心に

具体的に論じた。更に医療大麻の最も新しい開

発状況を解説した。 

 

この様に大麻／フィトカンナビノイドの有

害性と有益性を検討したが、大麻の薬理作用は

１）曝露期間 (短期間・長期間)、 ２）摂取量 (少

量・多量)、 ３）摂取時・退薬時、 ４）摂取時

期(胎生期、幼児期、青少年期、成年期) および 

５）摂取状況（正常／病態）等によって大きく

変容するので、この点に留意した更なる調査研

究が今後望まれる。 
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平成 29年度～令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 H29-医薬-指定-009） 

危険ドラッグ等の濫用防止の効果的な普及啓発に関する研究 

 

分担研究課題 

危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発の方法に関する調査研究 

              3 年間の研究総括 

分担研究者：鈴木順子（北里大学 名誉教授） 

 

 

平成 29 年度分担研究の骨子 

【目 的】 

平成 28 年度先行研究において、『地域社会における薬物乱用防止は、正規流通品の乱費、 

不適正使用から危険ドラッグなどの乱用まで、包括的に実施されるべきことが必要であり、

特に、乱用防止教育・啓発については内容のブラッシュアップから教育の体系化と適時適正

な指導方法・標準的教材の開発、教育担当者の育成が急務である。』と結論したことに基づ

き、現存する啓発・教育体系を補完できる、あるいは下支えできる、そして相互に還流可能

な「地域に根差した薬物乱用防止意識・常識作り」は可能であるかを手法、技術、行政体系

との関係、担い手の育成等の観点から検討するものとした。 

【計 画】 

調査研究１ 一般的な市民を対象とした場合の効果的な啓発教育手法の実践的探索 

調査研究２ 地方における 0 次予防体系の一環としての薬物濫用防止対策の意義の探求 

調査研究３ 地域包括ケア単位における多職種による薬物使用適正化・濫用防止活動の

可能性について 

 

  平成 29 年度分担研究の総括 

 

１ 地域住民の意識変容・行動変容のため

の啓発教育のありかた 

先行研究における意見聴取では、『現在の

「薬物濫用防止」に係る啓発・教育が学校に

おいても地域においても十分にカリキュラ

ム化、プログラム化されているとはいえず、

相互に関連性が定かでない取組がランダム

に展開されていることが多い、そのため、自

分たちの活動が果たして効果を生んでいる

のかどうかが評価できない、ゆえに次段階

の行動化に進み得ない、また、代償的にキャ

ンペーンなどの一時的イベントを淡々とこ

なす、など、実施者にとっても、参加者にと

ってはなおさらに非生産的な方向に向かっ

てしまう可能性がある。』 

などといった意見が多く出された。 

 そもそも、学校などの確固な場、固定的関

係を作りやすく持続しやすい場でないとこ 
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ろで教育や啓発が犯罪などの抑止力となっ

ているかを数量ベースで測定するのは困難

である。 

しかし、これを逆に考えれば、教育や啓発

が力を発揮していると実感できる局面とは 

❶ 教育や啓発の内容が当事者の日常の常 

識となっているとき、 

❷ 教育・啓発にあたるものと当事者が、日 

常的に触れ合える関係となっているとき 

ということになるであろう。 

 以上のような前提に立って、「薬物濫用防

止」の教育や啓発を考えたとき、 

結果として、当事者の日常生活レベルでの

「常識的行動様式」にまで肉薄するには 

❶ 継続的な機会、わかりやすく内容、体系

化された知識、かつ容易に実体化できる

行動目標などが担保されること 

❷ 以上の内容や目標が効果的に提示され

ること（教育者・啓発者がそのような視

点、スキルをもっていること） 

❸ 場の設定、対象の違い、数、に応じた展

開が可能なこと（プログラム的に懐が深

いこと） 

などが客観的に求められる要件となるも

のと考えられる。 

 

２ 薬物濫用防止に係る持続的な地域啓発

教育の担い手 

先年の研究によれば、行政としても数量

ベースで評価できないことはなかなか税金

を投入しにくい＝施策化しにくいという率

直な意見がでたが、それは正論であって、も

れなく教育や啓発のすべてを行政に委ねる

のは地域形成に対する自律的責任という意

味でも現状では適当ではなく、むしろ行政

は教育や啓発については、しっかりとした

バックボーンを構築し、教育・啓発を「請け

負ってもらうことのできるプロフェッショ

ナル」を適正に動員できる指示体制（ガバナ

ンス）を持つべきである。 

また、薬物濫用防止教育や啓発活動を担

える人材の条件とは、「日常生活に近いとこ

ろでの薬物濫用防止に関する意識づくり、

常識づくりに関与できる＝薬物濫用防止に

関する乱用防止ということに相当のモチベ

ーションがあり、日常的に関与が可能で、教

育・啓発内容に一定の責任がとれること」＝

結果責任を負うプロフェッショナルである

ことが望ましい。 

 すなわち、学校薬剤師が環境衛生のみな

らず、学童・生徒のくすり教育を担っている

ように、学校の外では、薬局の薬剤師が地域

の薬事衛生を教育的に担う局面があっても

何ら不思議ではないし、地域の公衆衛生の

向上や地域としての生活の安全や安心を含

めた質の確保はむしろ必然の業務でさえあ

る。結局、現存する教育啓発システムを支

え、機能を向上させ、成果の標準化を図る最

大の方法とは、「薬物濫用防止」を日常臨床

として実施することができる体力、ノウハ

ウ、スキルを薬局と薬剤師の双方がもつこ

とであろう。 

 機会も経験も少ない薬局の薬剤師たちが、

一般市民を対象として何らかの教育・啓発

活動を行っていく場合、考慮しなければな

らないことを先行的に検討実施したところ、 

❶ 参加型の研修では、規模と参加者バッ

クグラウンド、参加者の関心事項などが

可及的に拡散しないことが望ましい。拡

散傾向にあることが想定できる場合には、

off-JT 型、参加者数限定、背景や関心事

項が比較的均一である場合は、OJT 型で
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設定するのが有効であった。（常に成立す

るかは不明） 

❷ 継続的に実施することが、仲間意識を 

育て、教育担当者と参加者の距離感を小

さくし、関係性において成果が見えやす

くなる。 

❸ テーマやビジョンが明確であることに

よって、単独参加者が次回、友人・家族等

を誘ってくることが多くなり、学びが生

活化される。などの点が見えてきた。 

その一方で、専門に近いスキルはやはりあ 

ったほうがよく、基準となるテキストなど 

も必要であるということから、継続課題と 

なっている、学会等が有する薬物濫用防止 

等に関係する教育スキル、啓発スキルの共 

有等について、更に検討が必要である。 

 

 

 

平成 30 年度分担研究の骨子 

【目 的】 

前年度研究において、薬物濫用防止に関する啓発普及は、『地域に根差した薬物乱用防止意 

識・常識作りに係る多角的で持続的な活動によって支え得る』と結論したことに基づき、平 

成 30 年度研究においては、概況の分析と現況における地方自治体の薬物濫用防止計画等の 

分析から、現在の薬物濫用防止活動を効果的に補完し、地域社会の薬物類の流通・使用の適 

正化を図り得る新たなシステムのありかたをより明確にすること、及びその担い手となる 

べき共助体系の意識形成、並びに方法論・手段などの開発・共有にむけた活動を行うことと 

した。 

【計 画】 

調査研究１ 平成 30 年度における薬物事犯の概況分析と地方自治体の薬物濫用防止計画     

    等の分析 

調査研究２ 共助体系による地域の薬物濫用防止活動を円滑に進めるための研究会設置  

    と講演会・セミナー実施及び関係組織との協働関係の構築の試み 

調査研究３ 業態・規模・経営の異なる薬業関連組織が行う地域貢献事業の分析・評価と 

将来展望に関する考察 

 

 

 平成 30 年度分担研究の総括 

 

１ 大麻事犯の組織犯罪化と地方自治体

の薬物濫用防止施策  

１）大麻事犯の組織犯罪化と生活局面にお

ける不断の看視支援の必要性 

本調査研究では、まず近時の薬物事犯の 

動向と地方自治体の薬物濫用（乱用）防止対

策の状況について検討を行った。 

 薬物事犯の動向から、特に若年層の大麻 

汚染の飛躍的増加と再犯率の上昇がみられ 

特に、薬物濫用防止に係る教育を受ける機 
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会が多いはずの生徒・学生層において、その 

ほかの層以上に大麻事犯が急増しているこ 

とについて、他の違法薬物に比べて大麻に 

対する禁制意識の低さがあることを基礎に 

① 誘引圧力が高まっていること 

② 社会的看視の眼が及ばないこと 

③ 従来の教育啓発のみでは、①、②に対抗

しきれないこと 

などの要因が働いている可能性が抽出され 

た。 

 更に、再犯率の上昇や、警察庁の調査か 

ら、大麻については、ここ 1、2 年の経過中 

において、急速に流通ルートが出来上がり 

つつあり、個人間の流通ではなく、組織的な 

流通が主力になりつつある。すなわち組織 

犯罪化していると考えられ、この点におい 

て、大麻は、医学生理学的意味もさることな 

がら、社会学的な意味で文字通りの「ゲート 

ウェイドラッグ」としての位置を占めるに 

至ったと推定でき、一層の警戒を要する事 

態に立ち至ったと考えられる。  

地域社会において孤立傾向を深める個々 

人の誘因圧力に対する防衛力は、そもそも

の禁制意識の低さも相まって、それほど強

固なものとは考えにくい。禁制意識が内面

化されていない以上、日常的な支援看視体

制がなければ、ヒトの意識は容易に今ある

問題について楽な解決に向かうものであり

（いわゆる正常化バイアス）、それを補正す

るための日常的かつ生活化された看視と支

援が喫緊で必要であると思われる。すなわ

ち、日常生活局面における一次予防及び三

次予防体制の充実と強化が望まれる。 

 それと同時に、取締り体制をより強化し

なければならないことはいうまでもない。 

 

２）地方自治体の薬物濫用防止計画等の弱  

  点 

調査によれば、都道府県における薬物濫 

用防止計画は多少の焦点や力点の違いがあ

ったとしても、柱－プラン―アクションと

いう基本構造を持つ。このような構造では、

行政目標と行動及びその責任の関係が明示

され、担当部署において採るべきアクショ

ンが明確であるという利点があるが、逆に

末端に行けば行くほどバリデーションの確

保が困難になり、アクションやプラン、ひい

ては計画それ自体の矮小化又は希薄化させ

る可能性がある。 

 特に一次予防レベルにおいてこの傾向は 

大きくなるようである。その理由は、二次予 

防とは異なり、一次予防は行政の指導力を 

直接的に発動すべきところではなく、行政 

はパイロットリードと後方支援を担当しな 

ければならないからである。一次予防の主 

体は地域住民であり、期待されるべきはそ 

の自助力・互助力である。 

 この場合、そもそもパイロットリード自 

体が効率の良いものではなく、まして市区 

町村行政を挟む場合、その事情によっては、 

リード力が先細りすることも否めず、すで 

に一定確立されている学校教育部面以外の 

対策がピンポイントになりがち、あるいは 

アクションとして明確なものに偏りがちで 

あることは現状が示すとおりである。 

 このような一次予防体制が、それだけで 

薬物濫用防止に関する地域ニーズに対応で 

きるか、とりわけ変わりつつある大麻犯罪 

の態様に対して効果的な抑止力を発揮でき 

るかは極めて難しい課題である。 

 本来、厚生労働案件である薬物乱用防止 

対策が、指導・啓発・教育といった一次予防 
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レベルにおいて文科や警察よりになり、地 

域福祉的観点が希薄になることについては、 

社会コミュニティの現況に必ずしもそぐわ 

ないし、住民の自主性確保という点におい 

ても不十分である。 

 社会的看視力の強化（地域住民の生活に

沿った日常的な啓発・教育による）と従来か

らある学校教育を中心とした教育啓発の強

化を両輪で進めなければならず、そのため

には地域におけるキーパーソンや団体の新

たな掘り起こしと育成は必須であると考え

られる。 

 

２ 地域における薬物濫用防止対策 1 次

予防レベルにおける共助体系の参画 

地域の共助職種が、日常臨床の一部とし 

て薬物濫用防止を中心とする地域の生活レ

ベルにおける医薬品等の適正流通・適正使

用に係る看視や啓発・教育を担うことの合

理性、必要性を検証するとともに、新たに経

験のない領域での活動に取り組む場合の受

け皿・集約点となり得る組織（研究会）を構

築した。 

 

１）地域の共助体系が日常臨床の一部と

して地域の看視・啓発・教育を担うこと

についての理論的整合性の確保  

－社会制度・法の動向の検討― 

（１）地域包括ケアシステム 

地域包括ケアシステムは、医療・介護のみ

に特化したシステムではなく、地域コミュ

ニティの存続と成長を期するための社会シ

ステムである。ただし、その中心的課題が地

域住民の健康であって、主要に関わる共助

職が医療・介護・保健関係職であることは異

論のないところである。 

 地域包括ケア体制は「持続可能性」の観点

から、ボトムアップ型（住民主体型）で制度

設計されており、自助・互助・共助・公助の

ロールモデルのダイナミズムから、本来共

助体系が中心となって地域包括ケア単位に

おける活動を十分な倫理性に基づいて主導

すべきであり、むしろ、共助体系から行政

（公助）への積極的フィードバックが行政

施策の柔軟な対応の確保に欠かすことので

きないパスウェイである。 

未来投資会議  構造改革徹底推進会合 

「健康・医療・介護」会合第４回（平成 30

年 3 月 9 日）では、『地域包括ケアシステム

における薬局・薬剤師の機能のイメージ』が

提示され、薬局・薬剤師にとって、住民の啓

発・教育・相談応需は地域包括ケア体制にお

いて日常臨床業務であることが示されてい

る。 

（２）災害防止対策の側面から 

災害対策基本法第 7 条によれば、「区域内

の公共団体（学校や公益法人等）は法令又は

地域防災計画の定めるところにより、誠実

にその責務を果たさなければならない。」と

するとともに、「災害応急対策又は災害復旧

に必要な物資若しくは資材又は役務の供給

又は提供を業とする者」（病院・薬局等が当

然に含まれる）は災害時においてもいわゆ

る平常業務を可及的に実施すること、それ

と並行して災害対策活動に協力することが

求められている。 

 災害対策基本法では、このように、地域の

公共的団体等と医療・保健に関わる共助

組織・ 

職種に対して、 

① それぞれに災害時にどのような働きを

期待するか 



26 

 

② それぞれに災害時に備えて、平時にど

のような働きをすべきか、というように 

それぞれの役割分担を明示し、それぞれに 

二次予防、一次予防について連結的な指示 

を出している。 

 これを地方自治体の薬物濫用防止施策に 

置き換えた場合、現況においては、地域の公 

共的団体等と共助職種等がまず役割上整理 

されておらず、それだけではなく、一次予防 

と二次予防の概念も整理されているとは言 

えない。 

なお、災害対策基本法に関連する「薬剤師 

のための災害対策マニュアル」では、薬剤

師・薬局に対して「地域住民患者の安全支援

のための措置」として平時より患者のみな

らず、地域住民の把握と啓発を不断に行う

べきことが規定されている。 

 

（３）法改正等の動向から 

「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」 

に照らせば、将来の我が国の地域社会の健

康・健全性を確保するために、薬機法関連業

態・職種においてはその存在「価値」の転換

を図らなければならず、プロモーション優

位の業経営・職務運用を見直さなければな

らない。 

 とりわけ、薬剤師・薬局については、保険 

調剤への埋没に関して、厳しく指摘され、患 

者個人については信頼性の高い薬物療法の 

完遂のため、適正な関心を持ち、継続的関与 

を行うこと、他の医療関連機関及び職種・介 

護関連機関及び職種との連携のもと、適正 

実施すべきことが求められている。更に地 

域住民による主体的な健康維持・増進を支 

援するという機能（いわゆる「健康サポート 

機能」）の向上強化が重点的に求められ、薬 

剤師・薬局としては、 

個人から地域社会全体、医療のみならず保 

健衛生、モノのみならず情報といった視点 

による地域貢献が求められ、本来的存在価 

値の再建とそれに見合う能力開発が求めら 

れているものと考えられる。 

 

 以上、現況において、地域の社会資源であ 

り、地域の有力な共助体系である薬剤師・薬 

局が、直接的な経済利得に無関係に地域の 

公衆衛生環境・条件（人的環境・条件を含め） 

向上と健全な生活確保のために、その専門 

性に基づいて日常的に不断の啓発・住民教 

育・生活看視を行うことは社会制度上、法制 

の動向上必然であり義務であると結論でき 

る。 

 

２）地域の共助職種が、日常臨床の一部と

して薬物濫用防止を中心とする地域の生

活レベルにおける医薬品等の適正流通・

適正使用に係る看視や啓発・教育を担う

ための具体的アクション 

前記の論理的考証をバックグラウンドと 

して、地域の薬剤師・薬局による自律的な地

域活動を推進するため、その支援・研究・普

及を目的とする団体を設立し、始動した。平

成 30 年度は、バックグラウンドとなる考え

方について参加者に問うとともに、活動を

推進するための教育方法、資材等の検証を

開始した。 

 

３ 薬業関連組織が行う地域貢献事業の

分析・評価と将来展望 

今般、業態、規模、経営の異なる薬局又は 

薬剤師を中心とした組織が、それぞれにど 

ような地域貢献活動を行っているかをピッ 
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クアップ調査し、それぞれがどのように薬 

物濫用防止を含む地域住民の健康と生活の 

健全性向上に寄与できるか、同一地域にお 

いて、異なる経営の薬局が連携して活動で 

きる可能性はあるか等を検討した。 

 すでに薬剤師・薬局が先見的に地域活動 

に取り組んでいる実例について検討したと 

ころ、薬剤師・薬局には相当の潜在能力があ 

り、企業の社会的責任（CSR：Corporate  

Social Responsibility）に基づき、地域社会 

との共存共益を図る視点が確保されれば、 

地域貢献活動に対するモチベーション形成 

につながることが明らかになった。当然、薬 

剤師・薬局には地域の共助職としての責務 

も存在する。しかしながら、一方では、こう 

した活動が社内完結型で展開されているこ 

とが多く、地域というレベルでは必ずしも 

共有できないこと、また、現在の薬剤師・薬 

局の多くは、こうした非営利的地域活動を 

自らの当然の責務・業務とはとらえていな 

いこと、地域活動を実施する上でのバリデ 

ーション確保という考え方もないこと、な 

どの問題がある。 

 加えて地方自治体・地域行政も多くの場 

合、社会資源としての薬剤師・薬局に目をむ 

けることがないという実状もあり、現場的 

モチベーションにとってマイナス要因にも 

なっている。 

こうした課題の解決には、まず、会社組織 

にとらわれない人材育成が最も急がれ、そ

うした人材育成作業が適正なものとして行

政に認められることが必要である。次に、人

材育成が実践上適切なものとして、普及し

ていくことが必要である。自律的な薬物濫

用防止の視点による地域啓発活動は、さま

ざまな切り口、さまざまな局面で行われて

いるが、原則的に合理的な共通の実践目標

があって、それを地域事情や対象となる住

民の関心などによってアレンジしていく能

力は今後必須となる。 

 そのためには、科学的社会的に妥当な基 

礎資料があることを前提として、人材育成 

のためのコンピテンシー等が提示されてい 

ることが必要である。 

 現在、日本緩和医療薬学会では、「麻薬教 

育認定薬剤師」の育成システム整備に向け 

て作業を行っており、今後、薬剤師会、学校 

薬剤師会、厚生労働省関連部署等との協働 

で連携的に人材育成を図るものとしている。 

 

 

 

2019 年度（平成 31 年、令和元年）分担研究の骨子 

 

【目 的】 

非常に変化の速い薬物情勢に鑑みて薬物犯罪の構造変化に着目し、薬物濫用防止のため 

に必要な視点と取組の方向性を検討し、平成 30年 8月に策定公表された第五次薬物乱用

防止五か年戦略の進捗を踏まえ、地域教育にどのような取組が求められるかを検討する。 

 併せて、薬物濫用防止を中心とする地域の公衆衛生向上に向けた土壌形成を促進するた

め、薬剤師を中心とした共助職種向けの広報・学習の機会を提供するとともに、共助職・地
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域住民の相互交流・相互学習の場を設ける。 

【計 画】 

調査研究１ 2019年現在の薬物情勢の分析と第五次薬物乱用防止五か年戦略における 

広報・啓発・教育の方向性の検討 

調査研究２ 共助体系による薬物濫用防止を軸とした地域の生活衛生安全向上活動推進を

目的とした広報・啓発の取り組み  

 

 

2019 年度（平成 31 年、令和元年）分担研究の総括 

 

１ 2019 年現在における薬物犯罪の状況・

傾向と今後の薬物濫用防止啓発・教育の

視点  

2020 年の東京オリンピック・パラリンピ 

ックを直接のトリガーとして外国人の本邦

訪問が飛躍的に増大する可能性が高いこと、

すでに政府の方針「観光立国」に基づき、外

国人の訪問が 10 年前には考えられなかっ

たスピードで増加しつつあることなどに鑑

みて、2019 年現在の薬物犯罪情勢とこれま

での統計から見える傾向を、覚醒剤、大麻、

麻薬・向精神薬といった薬物種類別に、①犯

罪者数の動向及び年齢別構成、②組織暴力

団及び外国人の関与の動向、③外国から国

内への供給（違法輸入）の傾向の 3 視点か

ら分析した。 

 現在、我が国の地域社会では文化や生活

常識の異なる人々を受け入れる態勢が、ハ

ード面でもソフト面でも十分であるとは言

えない。特に異文化交流ならぬ「日本の社会

常識とは相いれない異文化の浸透」、端的に

言えば「大麻使用は文化」といった主張が、

これまでは一部の国内勢力による主張だっ

たものが、直接に大麻使用が許容されてい

る外国人との接触の中で、「大麻もそう悪い

ものではない」というムードが醸成されて

いった場合、どれだけそれに抵抗できるの

か、全くの未知数である。 

 現況で懸念されるのは、収益目的の違法

薬物持ち込みだけでなく、そもそも犯意の

薄い層による違法薬物の持ち込みの増加＝

生活感覚・文化の持ち込みである。地域社会

の生活安全という意味では、国内・国際的に

違法性が常識となり、比較的に閉じた流通

体系を持つ「覚醒剤」以上に大麻、麻薬・向

精神薬について生活の水際で警戒を強めな

ければならない。現実的な「モノの持ち込

み」以上にアメリカを含めた、大麻使用、麻

薬使用のゆるさといった感覚がそのまま持

ち込まれることも想定され、大麻を皮切り

に麻薬・向精神薬乱用がセットで拡大する

可能性が考えられる。 

わが国では、若年層を中心に異文化に対

するあこがれが強く免疫が低い。適正な知

識や評価力、批判力がないままに、「違法薬

物使用」のハードルが下がっていく可能性

を現実的なものとして考えていく必要があ

る。 

今後は薬物犯罪の取締り強化と薬物犯罪

に関する報道の強化、こうした背景による

リアリティのある広報と啓発が随時実施で

きる体制が必要とされていると考えられる。 
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２ 第五次薬物乱用防止五か年戦略の進捗

と地域社会における取組 

第五次薬物乱用防止五か年戦略の性格を

表すキーワードは「広報強化」、「統一的方針

による啓発強化」といえるかもしれない。先

述したヒトとモノの流入・流出のグローバ

ル化を踏まえ、違法薬物の流入や違法薬物

の使用に関する徹底した取り締まりと、国

際的なコンセンサス確保をベースとした広

報強化は必要不可欠である。こうした広報

をどのような水路でどのような社会層に対

して、どのような方法で実施していくかの

体系化を迅速に図っていく必要がある。ま

た、啓発についても同様であり、第五次薬物

乱用防止五か年戦略では、省庁間、国－地方

自治体間で「統一的方針」が掲げられ、啓発

活動のスケジュール化、内容の相互的理解、

それに基づく地域近接化が図られている。 

広報・啓発に続く教育の部面でも、大学生

に対する対策として大学教職員を薬物濫用

防止に係る専門性をもった人材として育成

する、あるいは地域において薬物濫用防止

のキーパーソンとして活動できる人材を育

成するなどのアクションが規定され、戦略

後半期における成果が期待できるものと考

えられる。 

 

３ 地域コミュニティにおける薬物濫用防

止に係る土壌形成と地域共助職の役割 

 行政による薬物濫用防止施策が恒常的に

効果を発揮するには、地域社会における薬

物濫用防止の地域的生活的価値が認識され、

地域活性向上に益するものとして現実化さ

れるところまでの想定がなければならない。 

 薬物濫用防止施策のありかたの検討の側

路として、平成 29年度において地域包括ケ

ア体制の成り立ちと目指すところについて

検討し、平成 30年度においては災害対策の

ありかたについて検討した。このいずれに

おいても明らかになったことは、地域社会

にとって、「○○防止」とは、0次予防の要

素をはらむものである、ということであっ

た。0次予防とは、次段階の 1次予防効率を

高め、もって地域社会の公衆衛生向上を図

り得る条件・環境構築であり、生活常識とし

ての土壌形成である。 

 翻って、地域社会単位の土壌形成にいわ

ゆる共助職種が関わるべきことは、地域社

会のロールモデルからして合理的であり合

目的性があるといえる。また、主に薬剤師等

の共助職種は国家免許職種であり、公衆衛

生向上に関する任務または責務を直接間接

に負うものとされており、その意味で国家

施策の一翼を担うのは当然でもある。 

研究会を介した諸活動の目標は、第 1 に、

地域の薬剤師・薬局が調剤中心の業務体系

から地域の健康、健全な生活、公衆衛生の向

上といった薬事衛生活動をも重点化するこ

との必要性、必然性についてコンセンサス

を作ること、続いて、こうした薬事衛生活動

にはどのような局面があるかなどについて

の認識形成・共有を図ることであった。 

現在、地域の薬剤師は一連の法改正の意

義や社会情勢の変化の全体像がつかめない

ままに、現場的対応を迫られている場合が

多く、少なからずモチベーションの低下も

見られ、薬事衛生活動が主務であることの

コンセンサスを作ることとモチベーション

の向上は表裏一体のものとしてファシリテ

ートしていく必要があった。 

薬事部面では法制度改正が一応の決着と

なり、先行する健康サポート機能に関する
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体制つくりも進行しているのではあるが、

薬事衛生活動にどのような部面が想定され

るか、その想定される部面での活動につい

て、何を目標に、どのような場とツールを用

いて活動するか、については、あまり具体的

な方略は見当たらない。特に、薬物濫用問題

については、日常的に生活ベースで取り組

むべき課題とはほとんど認識されていない。

課題としての認識が低い＝薬物濫用防止活

動の必要性やその社会的価値の否定ではな

く、ただ「わがこととは思わない、普段、意

識に浮上してこない」のであり、これはこれ

で薬学教育に薬物濫用防止が取り入れられ

ている現状からしても問題であるといえる。 

 今後も、薬局・薬剤師が地域の薬事衛生に

関わることは日常臨床としての位置づけに

あること、その地域課題の 1 つとして薬物

濫用防止があること、薬物濫用防止という

視点で住民の生活に関与していくことで得

られる社会的利益などについて地道に体系

的な啓発を行っていく必要性が明らかとな

った。 

 また、薬物濫用防止を考える場合には、科

学的側面と倫理性、社会的ロールモデルに

応じた対応が要求されるものと考えられる。

先述のように薬物濫用防止には、国家レベ

ルでの戦略があり、これを最終的にある地

域で生活する生活者の生活常識として浸透

定着させ、適正な行動がとれるレベルにま

で持ち上げることまで考慮しなければなら

ない。 

 「常時」の「多角的アプローチ」によるコ

ンセンサス形成と行動変容の確保とは大き

くは健康づくり、地域づくりのコンセンサ

ス形成といってもよい。 

 このような場合、戦略・計画末端における

実行者（共助職種）はそのまま地域のキーパ

ーソンとなり、顔の見える関係による住民

側キーパーソンの育成と地域全体への波及

を考えていく必要がある。そして、実施側キ

ーパーソンは、住民側キーパーソンその他

の住民と国、地方行政の施策をつないでい

く必要がある。このような末端における取

組によって薬物濫用防止の土壌を形成し、

それによって国、地方行政などが行う各施

策の効果を向上させることは、これからの

コンパクトコミュニティの公衆衛生にとっ

ては必要不可欠なループになると考えられ

る。 

なお、実施側末端キーパーソンには、薬物

濫用防止に係る統一的な方針とビジョン、

科学的知見、法制度、倫理、利用できる社会

資源、アプローチ方法、などについての一定

の素養が必要であると考えられる。薬物濫

用防止活動は多角的に実施されるものであ

るが、自らの立場性に応じて不要な混乱を

きたすことなく、目標とビジョンを共有し、

一連の計画に即して矛盾や誤謬なく実施し、

目標に到達するための基礎的条件ともいえ

る。 

 薬物濫用防止教育に「教育」という視点で

先行する学校薬剤師、地域の薬物乱用防止

指導員などの指導の機会を作ること、ある

いはさまざまに提示される教育資材などを

利用した地域の薬剤師を中心とした共助職

の「薬物濫用防止」にむけた人材開発が次段

階の課題となる。 
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平成 29年度～令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H-29-医薬-指定-009） 

総 合 研 究 報 告 書 

 

分担研究課題：カナダにおける大麻規制の実態調査及び小冊子の編集・作成 

 

研究分担者: 鈴木勉（星薬科大学特任教授・名誉教授） 

研究要旨；2018年10月から成人の嗜好品としての大麻の使用が合法化されたカナダにおける大麻

規制の状況について、医療目的での使用及び嗜好品としての使用の実態を現地調査により明らか

にした。 

 また、研究成果を普及するため、他の研究分担者の研究成果を含め、現時点における大麻に関

する情報を総合的に取りまとめた小冊子を編集・作成した。 

 

A. 研究目的 

世界的に大麻を取り巻く環境はここ数年で大き

く様変わりした。特にカナダにおいては、2018年7

月に嗜好品としての大麻の使用を合法化する法

律が成立し、同年10月から施行されたため、施行

前後の状況を現地調査により明らかにする。併せ

て、従来から進められてきた医療における大麻の

使用状況を調査する。 

これらの成果を普及するため、大麻に関する総

合的な情報を掲載した小冊子を編集・作成し今後

の大麻への対策に資するべく、各方面に配布す

る。 

 

B. 研究方法 

1. カナダにおける大麻規制状況について 

 成人による嗜好品としての大麻使用を合法化す

るなどを内容とする大麻規制を改正する法律の

2018年10月17日からの施行を踏まえ、施行前の

2017年9月及施行直後のび2018年10月にカナダ

ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー市を現

地調査し、薬局、薬剤師会、大麻販売店舗、医薬

品としての大麻製造業者などを訪問し、大麻の使

用に関する各種の情報を収集・整理した。 

2. 大麻問題の現状をまとめた小冊子の作成 

 3年間の各研究分担者の継続研究の成果を取り

まとめるべく、小冊子の目次を作成し、分担した執

筆原稿を編集し、小冊子を作成した。 

C. 研究成果 

1. カナダにおける大麻規制状況について 

 カナダにおいては、大麻法改正以前から医療用

大麻の使用はかなり認められており、セサメット

（ナビロン）及びサティベックス（ナビキシモール

ズ）が医薬品として承認されているほか、乾燥大

麻や大麻オイルについても、政府が認可した製造

販売業者が医師の証明書を添付した申請書を受

けて申請者に製品を送付する仕組みができてい

る。このような仕組みは法改正後も同様に運用さ

れているほか、やくぶつい存症の治療としてメサド

ンなどを自己投与する治療が行われている。 

 嗜好品としての大麻については、改正法により

年少者の大麻へのアクセスを厳しく規制し、反社

会的集団などの収入減を断つことを目的に制度

設計が行われたが、2018年10月時点では改正法

による嗜好用大麻の販売が認可されたのはバンク

ーバー市内で1店舗のみで多くはwebを通じて購

入しているとのことであった。また、違法な大麻シ

ョップもなお存在し、合法化に伴って解決すべき

問題点の整理には今後の推移を見守る必要があ

る。 

2. 大麻問題の現状をまとめた小冊子の作成 
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 3年間の各研究分担者の継続研究の成果を取り

まとめるべく、小冊子の目次を作成し、分担した執

筆原稿を編集し、「大麻問題の現状」と題する小

冊子を作成した。これを都道府県の麻薬行政担

当部局などに配布し、今後の取り組みに資するこ

ととした。 
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